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財団活動この一年を振り返って
̶ 安全・正確・迅速・守秘を合言葉に ̶

2023 年の干支は「うさぎ年」です。今年のウサギは「癸卯（みずのと・う）」です。「癸」

は順序で言えば最後にあたり、一つの物事が収まり次の物事への移行をしていく段階です。

また「卯」のウサギは「茂」という時期であり、繁殖する、増えるという段階にあたります。

その両方を備えた「癸卯」は、昨年までで様々なことへの区切りがつき、次へと向かって

いく、そこに成長や増殖といった明るい世界が広がっていくと解釈されます。

2019 年から拡大して世界全体を震撼させた新型コロナウィルス感染症への対応に日本で

もこの 3 月からは「マスク着用の規制緩和」5 月からは「感染法上の位置づけが季節性イ

ンフルエンザなどと同じ 5 類への移行」となり、人々の行動も徐々に日常が戻りつつあり、

経済面でもコロナ前に戻りつつあります。しかし、3 年以上親しんだマスクの着用は、規

制緩和になったとはいえ外すにはなかなか勇気のいる行動であると推察されます。

さて、2022 年度はお客様へのサービス提供の向上のために、心電図検査や聴力検査を行

う生理機能検診車（S-22）が 2022 年 6 月に納車され 7 月より本格稼働しています。

外部精度管理事業は、全国労働衛生団体連合会が実施する胸部Ｘ線・胃部Ｘ線・腹部超

音波の画像関係及び代謝物検査・臨床検査に参加、また、日本総合健診医学会が実施する

胸部Ｘ線・心電図の画像関係及び臨床検査に参画して優秀な成績を修めています。作業環

境測定では、日本作業環境測定協会が実施する各種精度管理調査に参画して優秀な成績を

修めています。

学会関係の発表では、第 50 回滋賀県産業医学会の事例発表 1 件、第 43 回作業環境測定

研究発表会 1 件、日本作業環境測定協会京滋支部事例報告 1 件の計 3 件の発表をさせてい

ただきました。

また、医療技術者の認定資格では、消化器内視鏡技師・認定心電図専門士・心電図検定 2

級 3 級の資格取得者を増員することができました。この他にも、診療放射線技師では「胃

がん検診専門技師」「肺がん CT 検診認定技師」「検診マンモグラフィ撮影認定技師」、臨床

検査技師では「超音波検査士」「乳がん検診超音波検査実施技師」等々の資格取得に向けた

取り組みを行い、精度管理の向上に尽力しています。

2023 年度の取り組みでは、特定化学物質障害予防規則（特化則）が 2021 年に改正され

て「アーク溶接作業中に発生する溶接ヒューム」が特定化学物質に指定されました。この

法改正に伴い、本年4月から作業者の安全確保のために「マスクを正しく装着できているか」

を確認することが義務化され、その確認方法としてマスクフィットテストを年 1 回実施す

ることが必要であり、当財団でも測定機器を購入して測定者を養成して体制を整備いたし

ました。また、健康診断実施後のサポートシステムとして、クラウドサービスを開始いた

しました。
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これは、お客様が従業員の健診結果をパソコンにて閲覧でき、受診者の皆様はスマート

フォンにて自分の健診結果を即時に見られるサービスです。今後もお客様のご意見を伺い

ながらより良いクラウドサービスの提供を進めていく所存です。

〈日常業務の実績報告〉

2022 年度の産業保健、地域保健、学校保健、作業環境測定、特定保健指導の実績を報告

いたします。詳細は、本事業報告書の「健康診断・作業環境測定の実績」をご参照下さい。

・産業保健

定期健康診断 134,918 名は 2021 年度と比べて 2,500 名程度増加しています。また、生活

習慣病健診及び人間ドックではほぼ横ばい傾向になりましたが、協会けんぽの生活習慣病

健診は 1,764 名の増加となっています。この生活習慣病健診及び人間ドックは 2022 年秋に

蔓延した新型コロナウィルスの影響で施設健診の受診者が減少したためと推察されます。

特殊健診は、ほぼ計画通りで推移しています。

・地域保健

特定健康診査の受診人数は、5,572 名徐々にコロナ蔓延前の状況に戻りつつあります。し

かし、婦人科健診（乳がん検診 2,807 名・子宮頸がん検診 2,584 名）と大腸がん検診 7,011

名はまだまだ受診者数が少ない状況が続いています。これらの要因としては、地域巡回で

の健康診断を受診することに地域住民の皆様がまだまだ警戒しているためと推察します。

・学校保健

尿検査 122,651 名、心電図検査 35,942 名と少子化社会の中減少傾向がみられました。

・作業環境測定

測定実施事業場数は 261 と前年より 31 事業場減少しました。これは溶接ヒュームの測定

事業場数が減少したことが要因です。延べ単位事業場数は 1,679 と前年とほぼ同数となり

ました。

・特定保健指導

受診人数は初回面談でやや減少傾向となりました。しかし、保健指導階層化集計は増加

傾向となり、面談は減少しましたが情報提供での増加がみられます。

以上、2022 年度の実績を振り返りました。

2023 年度も基本理念を柱としたマネジメントシステムの仕組みを活用して「安全　正確

　迅速　守秘」を遵守してお客様へより良いサービスが提供できるように、役職員一同精

進を重ねる所存です。皆様のよりいっそうのご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
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⃝ 第84回　理事会  開催日　2022年5月28日（土曜日）

  場　所　滋賀保健研究センター診療所 別館研修室

　　議事内容

　　　第一号議案　第42期（2021年度）事業報告案の件

　　　第二号議案　第42期（2021年度）収支決算案の件

　　　第三号議案　第42期（2021年度）公益目的支出計画実施報告承認の件

　　　第四号議案　第43期（2022年度）事業収入、営業利益目標修正の件

　　　第五号議案　顧問委嘱の件

⃝ 第85回　理事会 開催日　2022年5月28日（土曜日）

  場　所　滋賀保健研究センター診療所 別館研修室

　　議事内容

　　　第一号議案　理事長、副理事長、専務理事選任の件

　　　第二号議案　事務局長任免の件

⃝ 第86回　理事会  開催日　2023年3月25日（土曜日）

  場　所　滋賀保健研究センター診療所 別館研修室

　　議事内容

　　　第一号議案　第44期（2023年度）事業計画書承認の件

　　　第二号議案　第44期（2023年度）収支予算書承認の件

理 事 会 の 開 催
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⃝ 第24回　評議員会  開催日　2022年5月28日（土曜日）

  場　所　滋賀保健研究センター診療所 別館研修室

　　議事内容

　　　第一号議案　　第42期（2021年度）事業報告の件

　　　第二号議案　　第42期（2021年度）収支決算承認の件

　　　第三号議案　　第42期（2021年度）公益目的支出計画実施報告の件

　　　第四号議案　　任期満了に伴う理事選任の件

　　　第五号議案　　理事及び監事並びに評議員の報酬額（総額）承認の件

評 議 員 会 の 開 催
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＜内部精度管理＞
健康管理事業の計画・実施から結果報告書作成までの精度の確保及び向上のため、診療

所長を中心に成績管理委員会を組織して取り組んでいる。その専門部会として分科会（胃部・
胸部・乳腺等）を開催し、各分野の先生方から読影・判読及び専門技能に関するご意見・
ご指導を受けて各専門技術の向上を図っている。
精度の確保及び向上として、品質保証マネジメントシステム　ISO9001 及び個人情報保

護マネジメントシステム（通称：P マーク）を活用している。
品質保証マネジメントシステムでは、健康診断サービス提供の仕組みの管理強化を図っ

ている。また、個人情報保護マネジメントシステムでは、「医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン」等を遵守することにより、健康管理データという最も機微な情報を
取扱う事業者として個人情報の安全管理体制の構築に努めている。
品質保証及び個人情報保護マネジメントシステムを活用して、より信頼される保健サー

ビスの提供に努めている。

• 主な取り組み事項は以下の通り
１） 顧客から受けた受注内容を確実に実施するための業務計画と編成の作成
２） 健康診断等の実施では、正確な検査とその結果の確認
３） ＯＣＲ（自動光学読取装置）による正確な結果の入力と入力結果の確認
４） 前回値リスト及びヒストグラムを用いた精度管理の確認
５） 検査機器等の保守管理を励行することによる機器トラブルの防止
６） 正確な結果を迅速に報告するための各段階の進捗管理
７） 各種スタッフの教育訓練及び定期的な技術レベルの確認と向上
８） 上記の取り組みを行う上で、内部・外部に関わらず個人情報保護への管理体制の向上

＜外部機関精度管理事業への参加＞
全国労働衛生団体連合会が実施する総合精度管理事業、日本総合健診医学会が実施する精

度管理事業及び日本作業環境測定協会が実施する統一精度管理事業等へ参加している。
これらの精度管理事業における各種精度管理調査において良好なる評価を受けている。
また、医師及び医療技術者等は、実務能力の向上を目的として、各団体が実施する研修会、

講習会等へ積極的に参加している。

○ 全国労働衛生団体連合会が実施する総合精度管理事業

事業の目的及び内容
各種精度管理調査を行い、各種検査の技術及び精度を確認するとともに、必要な指導

を行うことにより信頼性の高い優良な健康診断施設を育成する。

① 胸部エックス線写真に関する精度管理調査  …　2022 年 10 月
　　胸部Ｘ線写真の撮影技術について精度を確認する。
② 腹部超音波検査に関する精度管理調査  　　…　2022 年 11 月
　　腹部超音波の検査技術、撮影技術ついて精度を確認する。

精度管理の取り組み
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③ 労働衛生検査に関する精度管理調査　　　　…　2022 年 11 月
　　鉛及び有機溶剤業務従事者の特殊健康診断に係る代謝物等の測定精度を確認する。
④ 胃部エックス線検査に関する精度管理調査　…　2023 年 1 月
　　胃部Ｘ線検査の撮影技術、読影技術について精度を確認する。
⑤ 臨床検査精度管理調査　　　　　　　　　　…　2023 年 2 月
　　健康診断施設及び登録衛生検査所が実施する臨床検査の検査精度を確認する。

○ 日本総合健診医学会が実施する精度管理調査
①　第 1 回精度管理調査　　2022 年 2 月
　　画像検査、生理検査（胸部Ｘ線写真と心電図の判定）
②　第 2 回精度管理調査　　2022 年 4 月
　1）3 濃度の項目　　 TP, Alb, A/G, LDH, ALP, TG, TC, HDL-C, LDL-C, AST, ALT,   

γ -GTP, Cre, UA, BUN, Glu, CRP
　2）1 濃度の項目　　HbA1c 
　3）2 濃度の項目　　血算
　4）2 濃度の項目　　尿検査
③　第 3 回精度管理調査　　2022 年 7 月
　1）3 濃度の項目　　 TP, Alb, A/G, LDH, ALP, TG, TC, HDL-C, LDL-C, AST, ALT,   

γ -GTP, Cre, UA, BUN, Glu, CRP
　2）2 濃度の項目　　血算 
　3）2 濃度の項目　　便潜血
④　第 4 回精度管理調査　　2022 年 9 月
　1）3 濃度の項目　　 TP, Alb, A/G, LDH, ALP, TG, TC, HDL-C, LDL-C, AST, ALT,   

γ -GTP, Cre, UA, BUN, Glu, CRP
　2）1 濃度の項目　　HbA1c
　3）2 濃度の項目　　血算
　4）2 濃度の項目　　尿検査

○ 日本作業環境測定協会が実施する統一精度管理事業
事業の目的及び内容
作業環境測定結果報告書の審査、クロスチェック試料の分析結果を集計・解析するこ

とによって、作業環境測定に関する技術上の問題点を明らかにするとともに、個々の作
業環境測定機関の精度管理体制と測定技術の精度を評価し、これらに基づく必要な指導
を行い精度管理の向上を促進する。

項　　目 有 効 期 限
デザインクロスチェック 2022 年 4 月 1 日～ 2024 年 3 月 31 日

サンプリングクロスチェック 2022 年 4 月 1 日～ 2024 年 3 月 31 日

特定化学物質クロスチェック 2022 年 4 月 1 日～ 2024 年 3 月 31 日

金属類クロスチェック 2022 年 4 月 1 日～ 2024 年 3 月 31 日

有機溶剤クロスチェック 2022 年 4 月 1 日～ 2024 年 3 月 31 日

粉じんクロスチェック 2021 年 4 月 1 日～ 2023 年 3 月 31 日
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○ 成績管理委員名簿

　成績管理委員会責任者：安田　　斎（滋賀保健研究センター診療所長）　　（敬称略）

　委嘱委員　　放射線科：坂本　　力（甲南病院）
　　　　　　　循環器科：小田原健一（小田原医院）
　　　　　　　　　　　　加藤　孝和（かとう医院）
　　　　　　　　　　　　大西　和彦（大西医院）
　　　　　　　眼　　科：山元　力雄（山元医院）
　　　　　　　　　　　　岸本　眞人（岸本眼科医院）
　　　　　　　整形外科：山田　忠尚（山田整形外科病院）
　　　　　　　婦 人 科：髙橋健太郎（日野記念病院 婦人科 顧問）
　　　　　　　精神衛生：田中　和秀（ひつじクリニック）
　　　　　　　病理・細胞診：賀集　一平（株式会社メディック顧問 病理医）
　　　　　　　特殊健診：廣田　善彦（廣田産業医事務所）
　　　　　　　臨床検査：加納　泰二（株式会社メディック 執行役員）

○ 滋賀保健研究センター

　　　　　　　理 事 長：三原　　卓
　　　　　　　技術顧問：中上　和義
　　　　　　　技術顧問：井村　壽男
　　　　　　　技術顧問：新井　康泰
　　　　　　　技術顧問：北野　　浩
　　　　　　　技術顧問：熊谷　卓生
　　　　　　　技術顧問：小倉　伸一
　　　　　　　技術顧問：藤井　保人
　　　　　　　技術顧問：池野　浩司

　　　　　　　事 務 局　　　　　：伊吹　　仁
　　　　　　　健康管理部　　　　　　：髙田　勝巳（准看護師）
　　　　　　　　　　　　　　　　　他　臨床検査技師、保健師、准看護師

2 0 2 2年度  成績管理委員会
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○ 2022年度（第36回）成績管理委員会

   　　　　　　　　　　　　　　　2023 年 3 月 18 日（土）

付　議　事　項　　　　　　　　　  監　修　　診療所長　安田　　斎

⒈　2022 年健診主要報告
①　健診実施集計
②　検査項目別有所見率
③　精密検査集計

⒉　精度管理の取り組みについて
①　エックス線検査
②　循環器検査
③　検体検査

⒊　画像分科会の報告

⒋　2023 年度変更点

○ 2022年度（第13回）画像分科会

   　　　　　　　　　　　　　　　2023 年 3 月４日（土）

付　議　事　項　　　　　　　　　  監　修　　診療所長　安田　　斎

⒈　2021 年度　がん検診精密検査集計結果の報告

⒉　全国労働衛生団体連合会
　　令和４年度　胸部Ｘ線検査精度管理調査結果の報告
　　令和３年度　胃部Ｘ線検査精度管理調査結果の報告

⒊　コロナワクチン接種状況の聴取について

⒋　症例検討（胸部：３例、胃部：５例、マンモ：８例、超音波：２例）
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　1987 年 12 月 12 日より適用　　　　　　　
　2011 年 3 月 12 日　一部改正　　　　　　
（精度管理委員会の設置目的と委嘱委員分野）

　＜運営要綱＞

１ ．弊財団の事業推進に当って、総合健康管理機関としての在り方・精度上の問題・健診成績
判定基準及び管理区分等の保健事業に関係した諸問題を協議し円滑な運営を計る事を目的と
して、成績管理委員会・精度管理委員会を設置する。

２．成績管理委員会
　 　健康診断業務に伴う精度上の問題、成績判定基準、管理区分並びに成績の読影等の問題を
検討・協議して、総合健康管理機関の社会的責任を確立するとともに、健診システムの向上
を図る。

　　Ⅰ、成績管理委員会の責任者は診療所長とする。
　　Ⅱ、成績管理委員会は原則として年１回程度開催する。
　　Ⅲ、成績管理委員は、診療所長の推薦を得て理事長が委嘱する。
３．精度管理委員会（分科会）
　　分野ごとの精度向上に対して検討・協議することを目的として設置する。
　　Ⅰ、精度管理委員会（分科会）は、原則として年１回程度開催する。
　　Ⅱ、構成する委員は、それぞれの分野における判読・読影の担当医とする。

　＜成績管理委員の委嘱について＞

１．委嘱期間は 2 年間とする。
２．委嘱委員は、診療所長が推薦する者とし、弊財団理事及び顧問を含む。
　 　精度管理委員会（分科会）にて中心となる理事及び顧問は、分科会の責任者として成
績管理委員会への出席を原則とする。

３．委嘱に関わる専門分野は次のとおりとする。
　 　公衆衛生（産業保健、学校保健、地域保健）、放射線科（胸部・胃部・乳房を含む）、
循環器科、眼科、整形外科、婦人科、精神衛生、臨床検査、病理細胞診検査

４．委嘱に関わる専門分野は委嘱期間満了時に適宜見直す。

成績管理委員会・精度管理委員会の運営について
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学 会 の 発 表

学   会   名 発　表　演　題 発表者及び協力者

2022年６月
滋賀県産業医会

第50回滋賀県産業医学会
事例発表

　経時差分画像システムの
　有用性について

　発表者
　　診療放射線技師
　　　　　　建部　容子

　〇建部　容子

　　佐藤　利香
　　田中　剛士
　　安田　　斎

2022年11月
（公社）日本作業環境測定協会
第43回作業環境測定研究発表会

　特別規則の対象と
　なっていない化学物質の
　管理の現状について

　発表者
　　作業環境測定士
　　　　　　本庄　　勉

　〇本庄　　勉

　　畑中　伸斗
　　安田　　斎

2023年３月
（公社）日本作業環境測定協会

京滋支部　事例報告

　フッ化水素酸 
　取り扱い職場の
　リスクアセスメント事例

　発表者
　　作業環境測定士
　　　　　　本庄　　勉

　〇本庄　　勉
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一般財団法人　滋賀保健研究センター  ○建部　容子
佐藤　利香　田中　剛士　安田　　斎

経時差分画像システムの有用性について

＜抄録の紹介＞

【目的】
当センターは 2020 年度より、読影の精度維持向
上を目的に、肺画像診断読影補助機能を備えた、経
時差分画像システム（以下「クリアリード」）を導
入した。そこでクリアリードの導入前と導入後の読
影状況を調査し、クリアリードの有用性を検討し
た。
クリアリードとは、骨組織の透過処理及び、現在・
過去画像を差分処理し、経時的に変化があった部分
を強調表示するシステムである。

【調査期間と方法】
〈調査期間〉
クリアリード導入前の 2016 年４月１日～ 2020 年
３月 31 日とクリアリード導入後の 2020 年４月１日
～ 2022 年３月 31 日の６年間。
〈対象〉
当センターの職域健診で胸部Ｘ線撮影を受診され
た 1,035,833 名。
〈方法〉
クリアリードの導入前と導入後の要精密検査数、
精密検査受診者数、肺がん発見数の推移について比
較検討した。

【結果】

表１より、クリアリード導入後の要精密検査率は
上昇した。しかし、精密検査受診率は下降した。
表２より、肺がんの発見率はクリアリード導入前
後で、明らかな変化は見られなかった。

【考察】
表１より、経時差分画像は過去の画像と比較して
変化があったものが強調される。判別しづらかっ
た所見がはっきりと分かるようになったため、要
精密検査率が上昇し、精密検査受診率が下降した
のは、新型コロナウイルスの影響によるものと考
えられる。
表２より、クリアリードの導入前と導入後の肺が
ん発見率に差を認めなかったが、今後症例を重ね
て読影精度については検討したい。

【結論】
2020 年度以降の肺がん発見率が上昇し、クリア
リードには有用性があると仮定していたが、今回
の調査では有用性があったとは言えなかった。
しかし、2020 年度以降に当センターで発見され
た肺がん 30 症例のクリアリード指摘部位と精密検
査結果の部位が全て一致していることから、肺が
んの読影の見落としを防ぎ、読影の補助としては
有効であると考えられる。
しかしクリアリードの感度が良く、僅かな吸気量
の差でも反応することがあるため、最大吸気時の
撮影を心がけ、精度の高い画像を撮影し、肺がん
の早期発見に努めたい。

（Ａ）受診者数　
（Ｂ）要精密検査数
（Ｂ/Ａ）要精密検査率
（Ｃ）精密検査受診者数
（Ｃ/Ｂ）精密検査受診率

A

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

B

（B/A）

C

（C/B）

165,765

1,034

0.624%

592

57.3％

170,532

1,164

0.683％

666

57.2％

174,893

1,524

0.871％

938

61,5％

178,148

1,759

0.987％

1,019

57.9％

169,260

2,221

1,312％

1,040

46.8％

177,235

2,523

1,424％

1,058

41.9％

表 1. 要精密検査率と精密検査受診率

＊2020 年度から新型コロナウイルスの影響あり

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

165,765

10

0.006%

170,532

18

0.011％

174,893

15

0.009％

178,148

18

0.010％

169,260

17

0.010％

177,235

21

0.012％

表 2. 肺がん発見者数と肺がん発見率

受
診
者
数

肺
が
ん
発
見
数

肺
が
ん
発
見
率
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一般財団法人　滋賀保健研究センター  ○本庄　　勉
畑中　伸斗　安田　　斎

　　　　特別規則の対象となっていない
　　　　　　　　　化学物質の管理の現状について

【背景及び目的】
2016年６月に労働安全衛生法の一部が改正され、事業所における化学物質のリスクアセスメントの実施が義務付
けられた。その後も｢化学物質管理のあり方検討会報告書」、｢労働安全衛生規則等の一部改正｣などが示され、適切
な化学物質の管理・リスクアセスメントの定着が求められている。しかしながら、2016年の法施行当初ほど、リス
クアセスメントは活発に実施されていない印象を受ける。また、一部の事業所では、リスクアセスメント対象化学
物質と特別規則対象化学物質を誤って解釈して、化学物質管理を継続しているケースが見受けられる。
そこで、特別規則に非該当の化学物質の管理の現状と課題を検討するために、法の趣旨を十分理解した上でリス
クアセスメントを実施している事業所がどの程度あるのか調査した。また、特別規則に非該当の化学物質につい
て、実測法･推計法にてリスク評価し、検証したので報告する。

【調査方法】
調査対象：2021年10月から６ヶ月間､弊社で作業環境測定を実施した滋賀県内の事業所65社
調査内容：特別規則非該当化学物質の管理の現状を調査し、リスクアセスメント取り組みの有無別に集計した。
1）安衛法第57条のリスクアセスメントに取り組んでいる事業所に対しては下記の内容を調査した。
①現在のリスクアセスメントの取り組み状況･取り組み内容
②実測法（作業環境測定）､推計法（クリェートシンプル）によるリスク評価事案
2）安衛法第57条のリスクアセスメントに取り組んでいない事業所に対しては下記の内容を調査した。
①リスクアセスメントに取り組みにくい理由

【結果１（リスクアセスメント実施事業所について）】
1）リスクアセスメントに関する取り組み状況、取り組み内容
65事業所のうち、全体の28％の事業所（18事業所）は、特別規則に非該当の化学物質に対してもリスクアセス

メントを実施していた。リスクアセスメント実施事業所を規模別で比較すると、大規模事業所は86％実施に対し
て、中小規模事業所は22％実施であり、中小規模事業所の実施数は少なかった。
リスクアセスメント実施事業所（18事業所）に対して、現在の取り組み内容を調査したところ、｢外部機関によ
る実測法｣、｢内部社員によるSDS収集｣、｢内部社員による担当者選任｣などが上位を占めた。取り組み内容を事業
所規模別で比較すると、大規模･中小規模事業所ともに取り組み内容はほぼ同じであった。
2）実測法（作業環境測定）､推計法（クリェートシンプル）によるリスク評価事案特別規則に非該当の化学物
質のリスクアセスメントを実施していた18事業所に対して、実測法（作業環境測定）及び､推計法（クリェー
トシンプル）にてリスクを評価した結果を｢表１｣に示す。いずれも管理濃度がないため、実測法を許容濃度又
は､ACGIHのTLVでリスク評価すると、第１管理区分が16事業所、第２管理区分が２事業所となった。
同事業所を推計法にてリスク評価すると、リスクレベルⅠが12事業所、リスクレベルⅡが２事業所、リスクレ
ベルⅢまたはⅣが４事業所となった。
①表１中のA社､G社～I社のリスク評価結果は、実測法では第1管理区分だが、推計法ではリスクレベルⅢまたは
Ⅳと評価された。特に中小規模事業所では｢取扱量が多い｣､｢局排がない｣等の要因でリスクレベルⅢ､Ⅳと評価
される事業所が多くなった。安全サイドの評価が得られ、危険を見過ごさないという点では良いとも考えられ
るが、過度の改善対策を求められる可能性もあると考える。
②表１中のL社､M社のリスク評価結果は、実測法で第２管理区分だが、推計法ではリスクレベルⅠと評価され
た。
推計法のみのリスク評価では、局排装置の誤った使用などが原因の、局所的な高濃度暴露を反映できていな
かった。
リスクの見落とし等を防ぐため、できる限り推計法と実測法との併用を、事業所に対して推奨していきたいと
考える。
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【結果２（リスクアセスメント未実施事業所について）】
全体（65事業所）のうち、72％（47事業所）は、特別規則に非該当（安衛法第57条には該当）の化学物質のリス
クアセスメントを実施していない。リスクアセスメントに取り組み難い理由として、｢法令上義務がない｣が全体の
約半数を占め、｢化学物質名が判り難い｣、｢時間が無い｣、｢今後実施する予定｣と続いた。この｢法令上義務がない｣
の真意を尋ねると、｢リスクアセスメント対象化学物質｣とは、有機則､特化則などの特別規則で定められた化学物質
（123物質）のみが該当、と誤った関係法令の解釈をされていた。労働安全衛生法第57条のリスクアセスメント対象
化学物質と特別規則対象化学物質の混同が伺われた。誤りを伝えると、関係法令が分かり難い､詳しい人材が不足し
ている等の意見が挙げられ、関係法令の理解不足等が伺われた。

【考察】
1）特別規則非該当化学物質のリスクアセスメント実施率を、事業所規模別で比較すると、大規模事業所は実施率
が９割近かったのに対して、中小規模事業所は２割強の実施率であった。取り組み内容は、大規模事業所､中小
規模事業所ともに、ほぼ同じ内容であった。関係法令の解釈やリスクアセスメントの取り組み方法が理解されれ
ば、中小規模事業所においても実施率を向上できると考えられる。各事業所にリスクアセスメントを浸透させる
ため、リスクアセスメントに係る分かりやすいセミナー等の実施や参考事例（他社の好事例等）の公表などによ
り、具体的に取り組み易い環境の整備が望まれる。
2）特別規則非該当化学物質のリスクアセスメント実施事業所においても、下記の様な問題点が見受けられた。
①担当者選任など、限られた社員に任せてしまい、職場全体でリスクに対する意識を共有できていなかった。
②実測法と推計法のリスク評価結果に、一部で差が見られた。事業所が甘い評価を選択する可能性がある。
③リスク評価は｢一度実施したら終わり｣と誤解し、取り扱い化学物質の変更後・作業方法の変更後もリスク評
価を実施されていなかった。
事業所内でリスクアセスメントを効果的に活用するためには、一部の社員に任せず、職場の全員が参加するシ
ステム作りが望まれる。全員が参加することで、業務経験が浅い労働者も、職場に潜む危険性や有害性を把握で
きるようになる。職場全体でリスクに対する意識を共有できれば、より高い効果が期待できると考える。

規模 事業所

A社

B社

C社

D社

E社

F社

G社

H社

I社

J社

K社

L社

M社

N社

O社

P社

Q社

R社

PVC微粉じん

PVC微粉じん

アセトニトリル

アセトニトリル

金属ニッケル

フッ酸化アンモニウム

イソホロンジイソシアネート

メチレンビスフェニルイソシアネート

メチレンビスフェニルイソシアネート

ブチルエポキシプロピルエーテル

アセトニトリル

PVC微粉じん

フェノール樹脂粉じん

PVC微粉じん

PVC微粉じん

セルロース樹脂粉じん

アセトニトリル

アセトニトリル

9002-86-2

9002-86-2

75-05-8

75-05-8

7440-02-6

12125-01-8

4098-71-9

101-68-8

101-68-8

2426-08-6

75-05-8

9002-86-2

108-95-2

9002-86-2

9002-86-2

9004-35-7

75-05-8

75-05-8

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第2管理区分

第2管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

第1管理区分

リスクレベルⅢ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅣ

リスクレベルⅢ

リスクレベルⅢ

リスクレベルⅡ

リスクレベルⅡ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅠ

2mg/㎡

2mg/㎡

（20ppm）

（20ppm）

（1.5mg/㎡）

0.5ppm

（0.05ppm）

0.05ppm

0.05ppm

0.25ppm

（20ppm）

2mg/㎡

2mg/㎡

2mg/㎡

2mg/㎡

2mg/㎡

（20ppm）

（20ppm）

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

A 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

B 測 定

取扱量：中量

取扱量：中量

取扱量：少量

取扱量：少量

取扱量：少量

取扱量：少量

取扱量：中量

取扱量：中量

取扱量：中量

取扱量：大量

取扱量：少量

取扱量：中量

取扱量：中量

取扱量：少量

取扱量：中量

取扱量：中量

取扱量：少量

取扱量：少量

局排：外付け式

局排：囲い式（漏れ出し）

局排：なし

局排：囲い式

局排：囲い式

局排：囲い式

局排：外付け式

局排：外付け式

局排：外付け式

局排：囲い式

局排：なし

局排：囲い式（活用不適）

局排：囲い式（漏れ出し）

局排：囲い式

局排：囲い式

局排：囲い式（漏れ出し）

局排：囲い式

局排：囲い式

0.24～0.42

0.12～0.74

2ppm

1～3ppm

〈0.01mg/㎡

〈0.05ppm

〈0.0005ppm

〈0.0005ppm

〈0.0005ppm

〈0.025ppm

1～3ppm

0.45～0.84

0.02～0.69

0.03～0.05

0.22～0.72

0.03～0.29

1～3ppm

2～5ppm

0.36mg/㎡

1.28mg/㎡

2ppm

3ppm

0.04mg/㎡

〈0.05ppm

〈0.0005ppm

〈0.0005ppm

〈0.0005ppm

〈0.025ppm

3ppm

1.55mg/㎡

1.66mg/㎡

0.05mg/㎡

0.55mg/㎡

0.72mg/㎡

3ppm

4ppm

Cas　No.対 象 物 質 測定項目 測 定 値 要　　　因許容濃度
（ACGIH）

作業環境測定
管理区分

CREATE-SIMPLE
リスクレベル

表 1. リスク評価事案

大

規

模

事

業

所

中

小

規

模

事

業

所
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一般財団法人　滋賀保健研究センター  ○本庄　　勉

フッ化水素酸　取り扱い職場のリスクアセスメント事例

【背景及び目的】
2022年度作業環境測定研究発表会（姫路市）にて、｢特別規則の対象となっていない化学物質の管理の現状｣を発
表し、「事業所内でリスクアセスメントを効果的に活用するためには、一部の社員に任せず、職場の全員が参加す
るシステム作りが望まれる」と報告した。数社の事業所に対してリスクアセスメントの導入を推奨･指導したとこ
ろ、よく理解され、良好にリスクアセスメントを継続している事業所が見受けられた。当該事業所（T社）の取り
組み内容を紹介する。

【方法】
外部指導者として滋賀保健が、T社の社員に対してリスクアセスメントの方法等を指導する。指導を受けたT社の
社員自ら、リスク評価と、優先して対策に取り組む作業場を決定し、改善対策まで実施するシステムにて、当取り
組みを開始した。
具体的な流れは以下の通りである。
①指導前のリスクアセスメント実施状況の確認
②リスクアセスメント実施組織､実施体制の確立
③リスクアセスメント実施場所／対象作業の選定
④対象作業のリスク低減措置
⑤導入の効果

【①指導前のリスクアセスメント実施状況の確認】
T社における化学物質のリスクアセスメントは、消防法の｢危険物｣としての引火､爆発火災のリスクを対象とし
た事例がほとんどであり、健康障害リスクに対するリスクアセスメントは、作業環境測定､健康診断を除くと、ほ
とんど行っていなかった。
今回の指導を契機として、健康障害防止のリスクアセスメントを社員全員で学び、リスクアセスメント項目を
充実させ、安全で快適な職場を構築することを目標とした。

【②リスクアセスメント実施組織、実施体制の確立】
実施組織を作り、メンバーを２グループに分け、それぞれ役割を持たせた。
推計法のみのリスク評価では、局排装置の誤った使用などが原因の、局所的な高濃度暴露を反映できていな
かった。
リスクの見落とし等を防ぐため、できる限り推計法と実測法との併用を、事業所に対して推奨していきたいと
考える。
グループA：外部指導者より直接指導を受ける経営側担当者（総務部長､総務課長､製造課長等）
グループB：グループAより指導を受ける実務側担当者（製造係長､班員等）
グループAは、外部指導者より直接指導を受けた後、グループBに対する｢先生｣となりリスクアセスメントを
説明する。Bグループは指導内容を基にそれぞれの現場のリスク評価を実施する。グループAがBに教育すること
で、T社内に教育を浸透させた。また、指導結果はグループAメンバーにフィードバックされ、習熟度を確認し
た。

【③リスクアセスメント実施場所/対象作業の選定】
1）グループBの各班に、リスクアセスメント実施場所／対象作業の提案（表１）を求め、彼ら自ら、リスク評価
を実施した。
この結果、提案された「酸洗い作業場」が、リスクレベルⅣ＆Ｓとなり、早急な対策が必要であることが判明
し、優先して対策に取り組むこととした。
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2）酸洗い作業場の業務内容は次の通りである。
防液堤で囲まれた作業場内に５％フッ化水素酸約200kgが入った浸漬槽が設置されている。
①ホイストにて吊り下げたSUS製品をフッ酸槽に浸漬する
②引き上げたSUS製品に、高圧水をノズル吹き付けし、製品表面に付着したフッ化水素酸を除去する
③エアーガンにて、高圧エアーを吹き付け、表面に付着した水滴を除去する
④乾燥後、次工程に送る

【④対象作業のリスク低減措置】

1）リスクアセスメント後の対策
①当作業場に対して、対象作業のリスクレベル低減のための対策が話し合われ、局排フードが設置されました。
作業環境測定結果･リスクレベルは変わらなかったが、有所見者が０名となり、作業環境の改善が伺われました。
これで、T社内にリスクアセスメントの仕組みができたため、外部指導者は徐々に関係を薄くし、ここから
先はT社の自主性に任せた。
②１回目のリスクアセスメントの効果の確認後、T社の実施組織内で、再リスクアセスメントが行われ、改
善対策が取られた。
周辺作業域へのフッ酸ミストの飛散防止のため、高圧水の吹き付けエリアに、ビニールカーテンを設置された。
フッ酸ミストがカーテン囲い内に籠もってしまい、作業環境測定結果は第２管理区分から改善されなかった。
③再リストアセスメントの効果の確認後、再々リストアセスメントが行われ、再度、改善対策が取られた。
フッ酸槽の横に純水洗浄槽を設け、フッ酸槽から引き上げた製品を純水洗浄槽に浸漬し、製品に付着したフッ
酸を洗い流した後、高圧水でノズル吹き付けするよう、作業工程が一部変更された。作業環境測定結果が第１
管理区分に改善された。
2）リスクアセスメント実施後の結果（表２）
　取り扱うフッ化水素酸の量･濃度は変わらないため、リスクレベルⅣは変わらなかった。
作業環境測定結果は、第２管理区分から第１管理区分に改善された。
特殊健康診断結果においても所見なしとなった。

2021年上期

改善対策

作業環境測定
管理区分

特殊健康診断
所見の有無

CREATE-SIMPLE
リスクレベル

2021年下期 2022年上期 2022年下期

指導前 局排フード設置 カーテン設置 水洗槽設置

第２管理区分 第２管理区分 第２管理区分 第１管理区分

リスクレベルⅣ リスクレベルⅣ リスクレベルⅣ リスクレベルⅣ

１名所見あり 所見なし 所見なし 所見なし

表 1. リスクアセスメント実施場所 /対象作業の提案

2021年上期

改善対策

作業環境測定
管理区分

特殊健康診断
所見の有無

CREATE-SIMPLE
リスクレベル

2021年下期 2022年上期 2022年下期

指導前 局排フード設置 カーテン設置 水洗槽設置

第２管理区分 第２管理区分 第２管理区分 第１管理区分

リスクレベルⅣ リスクレベルⅣ リスクレベルⅣ リスクレベルⅣ

１名所見あり 所見なし 所見なし 所見なし

表 2. リスクアセスメント実施後の結果
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【⑤導入の効果（経営側担当者からのご意見）】

1）事業所におけるリスクアセスメントの必要性に対する理解
　今回の指導を終えて、今まで曖昧であった、経口毒性や生殖毒性などのハザードレベル、作業環境測定の管
理区分、推計法（クリェートシンプル等）から求まるリスクレベルの関係が理解でき、断片的な知識として
持っていた個々の因子が化学物質の｢リスク｣として結びつき、管理の対象として明確に理解できた。
2）事業所全体へのリスクアセスメントの実施
　今回指導を受けた酸洗い作業場について、更に深く当該手法を深耕する。併せて他課への水平展開を推進す
る。
3）化学物質管理組織・体制の整備
　当事業所は150名に満たない規模であることから、大規模な組織･体制を整えることは難しいが、従来の環境
安全担当の職務に、化学物質管理や各課のリスクアセスメント活動管理を含める。
4）今後の課題
　事業所内に化学物質のリスクアセスメントを定着させ、その習熟度を高めていくこと。また、習熟度の高い
職員を育成すること。

【⑥考察】

1）当事例では、Ｔ社内に実施組織を作り、メンバーを２グループに分け、それぞれ役割を持たせたことによ
り、経営側のトップから実務側担当者まで、多くの社員にリスクアセスメントの理解が進んだ。彼ら自らリス
ク評価し、改善対策の立案･実施及び、リスクマネージメントまで繋げることができた。
2）事業所内でリスクアセスメントを効果的に活用するためには、一部の社員に任せず、職場の全員が参加す
るシステム作りが必要である。全員が参加することで業務経験が浅い労働者も、職場に潜む危険性や有害性を
把握できるようになる。職場全体でリスクに対する意識を共有できれば、より高い効果が期待できると考え
る。
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滋賀保健研究センターでは、関連学会への発表に向けたステップアップの場所及び内部

精度管理の向上を目的として、医療技術者を中心として、その年度内の調査研究の成果を

報告する場として、「滋賀保健ミニ学会」を毎年開催しています。

2022 年度の発表は、管理栄養士 1 題、ドック担当 2 題、診療放射線技師 1 題、臨床検査

技師 4 題、伊賀診療所 1 題、作業環境測定士 1 題の計 10 題でした。

今後も、医局の先生方の指導の下、関連学会等への発表のステップにし、各職種におい

ていろいろな角度から調査研究を重ねて、皆様の健康管理の推進のお役に立つ活動を推進

していく所存です。

第29回 滋賀保健ミニ学会

ミ ニ 学 会 内 容

職　　   種 演 題 の 内 容

管 理 栄 養 士 朝食の欠食による身体検査と血液検査結果の関連について

ド ッ ク 担 当 人間ドックの予約キャンセルについての実態調査

ド ッ ク 担 当 人間ドックにおける初回経過観察フォロー者の状況集計調査

診 療 放 射 線 技 師 コントロールサーベイの評価点数について

臨 床 検 査 技 師 肝臓の線維化と食生活の関係について

臨 床 検 査 技 師 心電図判定マニュアル改訂後の判定について

臨 床 検 査 技 師 握力測定と血圧測定の関係

臨 床 検 査 技 師 人間ドック学会の血液判定基準変更について

伊 賀 診 療 所 喫煙によるスパイロと胸部CTの関連性について

作 業 環 境 測 定 士 保護具の着用率、保護具の効果に関する調査
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　　 　　整備内容　  生理機能検診車（S-22号車）
　　　　 〈内訳〉　

　　　シャーシ　　日野自動車株式会社　2KG-FC2AKBG

　　　架装内容　　 発動発電機（防音 6.5KVA）、天幕 1基、エアコン 3基、
　　　　　　　　　プレヒーター 3基、換気扇 3基、車載コードリール１基、
　　　　　　　　　ベッド 2台、聴力検査室 1台等

検 診 車 整 備

１．車輌全体像
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ｂ 聴力検査

２．車輌内装

a 心電図検査
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昨年に引き続き、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人 2023
（大規模法人部門）」に一般財団法人滋賀保健研究センターが認定されました。
健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める

健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人
を顕彰する制度です。当財団では、お客さまの満足を得られる事業を推進するためには、
職員自身が健康で笑顔でサービスを提供することを第一と考え、健康経営推進に取り組ん
でいます。今後も職員の健康保持・増進に努め、より良いサービス提供に努めてまいります。

健康経営の取り組み
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